
◆
愛
知
県
決
定

都
市
計
画
の
見
直
し
に
係
る
変
更
案
を

次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。
こ
の
変
更

（
案
）
に
つ
い
て
、
意
見
の
あ
る
方
は
縦

覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
愛
知
県
宛
て
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間

11
月
13
日
㈫
〜
27
日
㈫

※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

変
更
（
案
）

①
西
三
河
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針

②
西
三
河
都
市
計
画
区
域
区
分
（
た
だ
し
、

高
浜
市
以
外
の
土
地
に
お
け
る
都
市
計

画
の
変
更
内
容
の
詳
細
は
該
当
市
町
村

に
お
い
て
縦
覧
可
能
）

縦
覧
場
所
・
問
合
せ
先

・
愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課
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・
市
都
市
整
備
グ
ル
ー
プ
（
内
線
278
）
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高
浜
市
決
定

変
更
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案
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に
つ
い
て
、
意
見
の
あ
る

方
は
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
高
浜
市

宛
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

縦
覧
期
間

11
月
13
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〜
27
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土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
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西
三
河
都
市
計
画
用
途
地
域

縦
覧
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合
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ー
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線
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高
校
、
大
学
な
ど
へ
の
入
学
時
・
在
学

中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
と
し
た
公
的
な

融
資
制
度
で
す
。
子
ど
も
１
人
に
つ
き
350

万
円
以
内
を
、
固
定
金
利
﹇
年
1.76
％
（
平

成
30
年
10
月
10
日
現
在
）
﹈
で
利
用
で
き
、

在
学
期
間
内
は
利
息
の
み
の
返
済
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
で

検
索
、
ま
た
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
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ロ
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ン
タ
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あ
な
た
の
連
絡
・
相
談
が
子
ど
も
を
守

る
と
と
も
に
、
子
育
て
に
悩
む
保
護
者
を

支
援
す
る
た
め
の
大
き
な
一
歩
と
な
り
ま

す
。

○
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
が

い
た
ら

○
自
身
が
出
産
や
子
育
て
に
悩
ん
で
い
た

ら
○
子
育
て
に
悩
む
親
が
い
た
ら

相
談
先

・
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
１
８
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・
刈
谷
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
２
２
│

７
１
１
１

・
い
き
い
き

福
祉
ま
る
ご
と
相
談
グ
ル
ー
プ
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愛
知
県
最
低
賃
金
は
、
平
成
30
年
10
月

１
日
か
ら
時
間
額
898
円
に
改
正
さ
れ
ま
し

た
。詳

し
く
は
、
最
低
賃
金
に
関
す
る
特
設

サ
イ
ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.saiteichingin.info/

お
も
な
改
正
点

①
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入

【
施
行
：
２
０
１
９
年
（
中
小
企
業
２
０

２
０
年
）
４
月
１
日
〜
】

②
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得
【
施
行

：
２
０
１
９
年
４
月
１
日
〜
】

③
正
規
・
非
正
規
雇
用
労
働
者
間
の
不
合

理
な
待
遇
差
の
禁
止
【
施
行
：
２
０
２

０
年
（
中
小
企
業
２
０
２
１
年
）
４
月

１
日
〜
】

改
正
法
の
詳
細
は
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ

『「
働
き
方
改
革
」
の
実
現
に
向
け
て
』
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/0000148322.htm
l

コ
ー
ト
な
ど
の
整
備
工
事
の
た
め
、
11

月
13
日
〜
平
成
31
年
１
月
中
旬
（
予
定
）

ま
で
の
期
間
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
理
解
と

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

・
い
き
い
き

文
化
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ

（
内
線
331
）

・
体
育
セ
ン
タ
ー

☎
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平
成
31
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登

録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月
中
旬
に
名

簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の
通
知
（
名
簿
記

載
通
知
）
を
送
付
し
ま
す
（
平
成
31
年
１

月
１
日
時
点
で
20
歳
以
上
の
方
に
か
ぎ
ら

れ
ま
す
）
。

高浜市役所☎ 52－1111
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広報たかはま　H30.11.122

日
本
政
策
金
融
公
庫

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

裁
判
員
候
補
者
名
簿
記
載
通
知
に

つ
い
て

□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

そ
の
他

都
市
計
画
の
変
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（
案
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縦
覧

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間
で
す

愛
知
県
最
低
賃
金
が
改
正

碧
海
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

休
場
の
お
知
ら
せ

２
０
１
９
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４
月
１
日
か
ら

「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
が
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施
行
さ
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ま
す
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□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

こ
の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
再

来
年
２
月
ご
ろ
ま
で
の
間
に
裁
判
所
に
来

て
い
た
だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
伝
え
、
あ
ら
か

じ
め
心
づ
も
り
を
し
て
も
ら
う
た
め
の
も

の
で
す
。

な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体
的

な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判

所
に
来
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

（
実
際
に
裁
判
所
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し

ま
す
）
。

問
合
せ
先

名
古
屋
地
方
裁
判
所
岡
崎
支
部

裁
判
員
係
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地
元
農
家
の
労
力
不
足
を
補
う
た
め
、

Ｊ
Ａ
あ
い
ち
中
央
で
は
、
職
業
安
定
法
に

よ
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
始
め
ま
し
た
。

作
物
ご
と
の
収
穫
時
期
や
農
作
業
で
労
働

力
を
必
要
と
し
て
い
る
農
家
と
、
パ
ー
ト

と
し
て
農
作
業
を
し
た
い
方
の
橋
渡
し
を

し
ま
す
。

問
合
せ
先

Ｊ
Ａ
あ
い
ち
中
央
営
農
支
援
室

☎
７
３
│

４
４
４
４

農
作
業
の
求
人
・
求
職

たかはま子ども市民憲章　　　　　平成15年11月1日制定
わたしたちは、国連・児童（子ども）の権利条約の理念をふまえ、人間性豊かで誇りの持てる
高浜を創っていきます。そのためには、子どもとおとなが市民として、互いの意思と力を尊重し、
理解を深め合うことが大切です。そこでわたしたちは、現在及び未来の高浜のまちを支え合って
いくために、ここに「たかはま子ども市民憲章」を定めます。
【子どもから】
１．みんな幸せになる権利がある。だから、自分の心を閉ざさないで。短所も、別の見方をした

ら長所かもしれない。自分のことをもっと好きになって楽しもう！ 
２．わたしは世界でただひとり、だから大切。あなたも世界でただひとり、だからやっぱり大切。

お互い大切なんだから、いやがることはしないようにしよう。 
３．学校の勉強だけが学ぶことじゃない。遊びからも友達からもたくさん学ぶことができる。だ

から遊びと友達を大切に。もちろん勉強も大切！ 
４．けんかはほどほどに。けんかもそんなに悪いことじゃない。けんかから学ぶことだってある

しね。 
５．怒りたくてもすぐにださない。趣味や夢をみつけて発散しよう！それでもイヤなことがあっ

たら「ムカつく」の一言で終らせないで、自分の感情をもう少し細かい言葉で表現してもい
い。 

６．ひとりで悩んだりしないで、だれかに助けを求めたっていい。別に恥ずかしいことじゃない
からさ。 

７．なんでも今、自分が「一番」とは限らない。でもそれに近づくようにがんばって上をめざし
ていこう。自分らしい、自分なりのがんばりで、コツコツ　コツコツ少しずつでいいよ。 

８．何事にも全力投球！ でも気楽に行こう。チャンスはいつもそばにある。 
【おとなから】
１．自分を大切にし、希望をもって生きる姿勢を示していきたい。 
２．どの子どももみんな一人ひとり違います、その違いをその人の豊かさとして受けとめます。 
３．子どもが自分と周りを変える力をつけるために学び、活動していくことを支援します。 
４．完全さを求めず、子どもが自分を出せるようにゆとりと寛容さをもって接します。 
５．子どもに愛情を持って接し、干渉しすぎたり、ひとりで背負い込まないで、地域の人びとと

ともに子どもの自治を支え、楽しく子育てを進めます。 
６．子どもが安心して集い、交流し、ありのままの自分を出せるような居場所を子どもとともに

創っていきます。 
７．いじめや虐待など権利侵害を受けることなく、子どもが安心して生活できるように、いつで

も相談でき、救済・回復できるようなしくみを整えるよう努めます。 
８．子どもとともに、民族的、国民的、宗教的な偏見を持つことなく、相互の理解、寛容の精神

のもとで、地球市民として日本と世界の平和を願い、この世界から戦争や争いがなくなるよ
うに努めていきたい。 

11月1日は、
たかはま子ども
市民憲章の
制定記念日です。
市では、市内に暮らすすべての子

どもが主体的に社会に参画し、子ど
もの自己実現が図れるよう支援する
とともに、子どもの権利擁護の推進
を図るため、平成15年11月1日に
「たかはま子ども市民憲章」を制定
しました。
皆さんもこの機会に子どもとおと

なの意識の違いについて、話し合っ
てみませんか？

問合せ先
いきいき こども育成グループ
☎52－1111（内線364）

オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが全国を巡回するイベントが行われており、高浜市にも展示され
ることになりました。当日はフラッグといっしょに写真撮影もできます。短い時間ですが、ぜひご観覧ください。

主催：東京都／東京2020組織委員会／JOC／JPC

と　き／１１月１３日（火）　午後１時から４時
ところ／いきいき広場　２階ホール
内　容／オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ展示、大会関連パネル
問合せ先／ いきいき 文化スポーツグループ（内線331）

フラッグ
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東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー フラッグ展示
情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特　
　

集


